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１．概要
２．対人業務の充実
３．薬局薬剤師のＤＸ
４．医療安全を前提とした対物業務の効率化
５．地域における薬剤師サービスの提供

（参考）薬局における対人業務に関連する調剤報酬
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薬局数の推移等

出典）第19回～第23回医療経済実態調査

※宮城県及び福島県の一部は集計されていない。

出典）衛生行政報告例

○ 薬局数は増加している（令和２年度は約６万）。
○ 20店舗以上を経営する薬局の割合は増加傾向にある。

参考：一般診療所102,616 施設、病院8,300 施設
（令和元年10月１日現在：令和元年医療施設調査）
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102,616 60,171 8,300 

Ẇ ḭ Ỉ 18 צּ Ḯ ḭ ḭ 8,300 5.4
צּ Ḯ ḭ ḭ 10.3 5,800 צּ Ḯ

Ẇ צּ Ị Ḯ

出典：以下の情報に基づき医療課において作成
①医療機関の施設数：医療施設調査（令和元年度）、②薬局の施設数：衛生行政報告例（令和元年度）、③薬剤師数：医師・歯科医師・薬剤師統計（平成30年度）、④処方箋発行枚数：調剤医療費（電算処理
分）の動向（令和元年度）
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出典：令和２年度厚生労働省保険局医療課委託調査「薬局の機能に係る実態調査」

N=933

平均：2.58 人 平均：約1,200 回／月
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○ 処方箋集中率が90％を超えている薬局は約35％であった。

出典：保険局医療課調べ（各年７月１日時点）
（平成30年度：n=55,448 、令和元年度：n=56,732 、令和２年度：n=57,055 ） 7



︣

○ 薬局の立地に関する現状については、診療所の近隣が約６割と最も多く、次いで病院の近隣が約２割、その他（面薬

局等）が約１割であった。
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1.診療所の近隣
2.診療所の敷地内
3.病院の近隣
4.病院の敷地内

5.同一ビル内に複数の保険医療機関がある（医療モール）
6.同一ビル内に単一の保険医療機関がある
7.その他
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ḭ

○ 年齢階級別に見ると、30～39歳が最も多く（79,076 人）、次いで40～49歳が多い（72,763 人）。

○ 平均年齢を見ると、薬局は46.7 歳、病院は41.0 歳、診療所は57.6 歳、介護保険施設は59.2 歳であった。

9

注：1）「総数」には、「施設の種別」の不詳を含む。

平成30(2018) 年12月31日現在

出典：平成30年度医師・歯科医師・薬剤師統計

総数1) 薬局 病院 診療所
介護保険
施設

大学
医薬品
関係企業

衛生行政機関
又は保健衛生
施設

その他の
者

総数 311,289 180,415 54,150 5,806 832 5,263 41,303 6,661 16,856

29歳以下 38,873 20,330 12,397 101 3 491 3,773 926 852

30～39歳 79,076 44,899 16,860 476 46 1,180 9,572 2,432 3,611

40～49歳 72,763 44,165 11,567 898 159 1,409 9,906 1,477 3,182

50～59歳 62,369 36,073 8,179 1,634 186 1,269 10,682 1,426 2,920

60～69歳 41,437 25,352 4,305 1,855 277 854 5,058 373 3,361

70歳以上 16,771 9,596 842 842 161 60 2,312 27 2,930

平均年齢 46.4 歳 46.7 歳 41.0 歳 57.6 歳 59.2 歳 46.9 歳 47.7 歳 42.0 歳 53.4 歳
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出典）診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(後発医薬品)

※備蓄医薬品目数は指定した月の末日時点の数値等として報告されたもの
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○ 薬局の薬剤師数が大きく増加している。
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P ra c t i s i n g p h a r m a c i s t s ,  2 0 0 0  a n d  2 0 1 9  ( o r  n e a re s t  ye a rs )

〇 OECDの報告によれば、人口１0万人当たりの薬剤師数はＯＥＣＤ加盟国の中で日本が最も多かった。

（2019 年時点で、人口１0万人当たり190 人）

〇 2000 年から2019 年の伸びは、日本、ポルトガル、スペイン、ノルウェーで大きかった。

12
Health at a Glance 2021(OECD),

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/d6227663-en/index.html?itemId=/content/component/d6227663-en

1. Data refer to all pharmacists licensed to practise. 
2. Data include not only pharmacists providing direct services to patients but also those working in the health sector as 

researchers, for pharmaceutical companies,etc.

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/d6227663-en/index.html?itemId=/content/component/d6227663-en


P ra c t i s i n g d o c t o r s  p e r  1  0 0 0  p o p u l a t i o n ,  2 0 0 0  a n d  2 0 1 9  ( o r  n e a re s t  ye a r )

13
Health at a Glance 2021(OECD),

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/b39949d7-en/index.html?itemId=/content/component/b39949d7-en

1. Data refer to all doctors licensed to practise, resulting in a large overestimation of the number of practisingdoctors (e.g. of around 
30% in Portugal). 

2. Data include not only doctors providing direct care to patients but also those working in the health sector as managers, educators, 
researchers and similar (adding another 5-10% of doctors). 

3. In Finland, the latest data refer to 2014 only.

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/b39949d7-en/index.html?itemId=/content/component/b39949d7-en


P ra c t i s i n g n u rs e s  p e r  1  0 0 0  p o p u l a t i o n ,  2 0 0 0  a n d  2 0 1 9  ( o r  n e a re s t  ye a r )

14
Health at a Glance 2021(OECD),

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/015d1834-en/index.html?itemId=/content/component/015d1834-en

1. Associate professional nurses with a lower level of qualifications make up about two-thirds of nurses in Slovenia; about one-third in 
Switzerland, Iceland, Finland and Canada; and about 18% in the United States. In Switzerland, most of the growth since 2000 has 
been in this category. 

2. Data include nurses working in the health sector as managers, educators, researchers and similar. 
3. Data include all nurses licensed to practise. 
4. Data only refer to nurses employed in hospitals. 
5. Latest data is from 2014.

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/015d1834-en/index.html?itemId=/content/component/015d1834-en


︣

○ 患者が薬局薬剤師に相談したい内容としては、「病院や診療所で処方された薬について」が約49% 、「薬の

飲み合わせについて」が約45% で多かった。

○ 薬局薬剤師による薬の説明や相談への対応について、約85% の患者が満足していた。

○ 健康サポート薬局について、約91% の患者が知らなかった。

15ʿˮ ộχ τḩβϥ ₰˯χᵵ ˢ ͏ ͎Ὦ ᶕ ῲ ˣτṁξΦӺע ʾ ᶨ־ ộ ᴿΥ⌠
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︣

○ かかりつけ薬剤師・薬局を決めている患者は約８%、薬局は一つに決めているがかかりつけ薬剤師は決めて

いない患者は約18% であった。かかりつけ薬剤師を決めている患者は、年齢が高くなるにつれて多くなり、70

歳以上では約15% であった。

○ かかりつけ薬剤師・薬局を決めていて良かったこととしては、「生活状況や習慣などを理解してくれた上で、薬

についての説明をしてくれたこと」が約52% 、「服用している全ての薬の飲み合わせについて確認してくれたこと」

が約46% で多かった。

16
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KPI

KPI Ḳ

KPIの定義： 「患者のための薬局ビジョン」において示すかかりつけ薬剤師としての役割を発揮できる薬剤師を配置している薬局数

患者の服薬情報の一元
的・継続的把握

電子版お薬手帳又は電子薬歴システム等、ICTを導入している薬局数 第二の一（３）の（ⅶ）
のロと（ⅷ）のロ

薬学的管理・指導の取組 医師へ患者の服薬情報等を文書で提供した薬局数（過去１年間に平均
月１回）

第二の二（８）

在宅業務への対応 在宅業務を実施した薬局数（過去１年間に平均月１回以上） 第二の二（６）

医療機関等との連携 健康サポート薬局研修を修了した薬剤師が地域ケア会議等の地域の多職
種と連携する会議に出席している薬局数（過去１年間に１回以上）

第二の二（７）

○ 経済・財政アクション・プログラム2016 （平成28年12月21日）において、「患者のための薬局ビジョン」の進捗状
況を把握・評価する指標（KPI）として、『「患者のための薬局ビジョン」において示すかかりつけ薬剤師としての役割
を発揮できる薬剤師を配置している薬局数』が位置づけられた。

○ このKPIについては、薬局機能情報提供制度に追加する項目のうち、次の項目を毎年全国集計し、把握する。

Ṯ ṯ ḱ ḱ 2016 ṕ KPIṖ

KPI ṡ Ṣ קּ ︣ קּ

KPI
ḭ
נּ

「患者のための薬局ビ
ジョン」において示すかか
りつけ薬剤師としての役
割を発揮できる薬剤師
を配置している薬局数

かかりつけ薬剤
師指導料及び
かかりつけ薬剤
師包括管理
料の算定件数

重複投薬・相互作
用防止に係る調剤
報酬（重複投薬・
相互作用防止加
算・処方箋変更あ
り）の算定件数

各都道府県の、一
人の患者が同一期
間に３つ以上の医
療機関から同じ成分
の処方を受けている
件数（見える化）

調剤報酬における在宅患者
訪問薬剤管理指導料、介
護報酬における居宅療養管
理指導費、介護予防居宅
療養管理指導費の算定件
数

後発医薬品のあ
る先発医薬品及
び後発医薬品を
分母とした後発
医薬品の数量
シェア 17



１．電子版お薬手帳又は電子薬歴システム等、ICT を導入している薬局数
２．医師へ患者の服薬情報等を文書で提供した薬局数（過去１年間に平均月1 回以上）
３．在宅業務を実施した薬局数（過去１年間に平均月１回以上）
４．健康サポート薬局研修を修了した薬剤師が地域ケア会議等の地域の多職種と連携する会議に出席している薬局数（過去１年間に１回以上）

経済・財政再生アクション・プログラム2016 （平成28 年12 月20 日経済・財政一体改革推進委員会）においては、「患者のための薬局ビジョ
ン」に基づき設定する医薬分業の質を評価できる指標の進捗状況」のKPI として、６つの項目が示されており、その一つである「患者のための薬局
ビジョン」において示すかかりつけ薬剤師としての役割を発揮できる薬剤師を配置している薬局数」に関しては、下記4項目が設定されている。
また、その目標値として、4項目のいずれかを満たす薬局について、2022 年度までに60％とすることとされている。

KPIの項目のいずれかを
満たした薬局数（件）

全薬局数（件）割合

47,007 62,086 75.7%

K P I ךּ

導入して

いない, 

18,189

件, 29%
導入して

いる, 

43,897

件, 71%

１．電子版お薬手帳又は電子薬歴シ

ステム等、ICTを導入している薬局

n=62,086

n=62,086
※在宅調剤件数が0件の薬局= 34,825 件

n=62,086
※情報提供回数が0件の薬局= 35,918 件

n=62,086
※参加回数が0件の薬局= 53,354 件

薬
局
数
（
件
）

薬
局
数
（
件
）

薬
局
数
（
件
）

（件） （件）

（件）

ṕ Ễ Ṗ
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6,685 

4,188 
3,040 

1,668 1,331 932 670 545 488 364 

7,350 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

３．在宅訪問対応調剤の件数

13,154 

5,713 

2,136 
1,053 806 536 341 244 280 156 

1,749 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

２．医療機関への服薬状況等の情報提供回数

4,124 

1,848 

890 
461 408 243 92 105 32 157 372 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

４．健康サポート薬局研修修了者が地域ケア会議等の参

加回数



30 12 25
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ṕ Ṗ

○ 薬局薬剤師の業務として（１）医療保険・介護保険分野、（２）一般用医薬品等の販売、（３）その

他薬事衛生等の業務がある。

ḱ

ḱ נּ

ḱ

ḭ

ü

ü
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ḱ ṕ Ṗ
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ḱ֗֫ԂԊ֩ԋ֪ ԏԐԜ֝
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ḱ ḭ ḭ
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ḱ ḭ
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ḱ
ḱ
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ḱ ỔỎở ṇ

ḱ
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ḱ
ḱ Ԝ֪ԃԓ

ḱ
ḱ ṇ
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ḱ ḭ
ḱ
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・要指導医薬品等を適切に選択できるような供給機能
や助言の体制
・健康相談受付、受診勧奨・関係機関紹介等

・専門機関と連携し抗がん剤の副作用対応や抗
HIV薬の選択などを支援等

҃₉ ᾯ

Ẅ の継続的な確認

Ẅ ・24時間の対応

・在宅患者への薬学的管理・服薬指導

Ẅ への対応

Ẅ 国民の Ẅ への対応

☆ 副作用・服薬状況
のフィードバック

ü ＩＣＴ（電子版お薬手帳等）を活用し、

・患者がかかる

・一般用医薬品等を含めた服薬情報を一元的・継続
的に把握し、薬学的管理・指導

☆ 医療機関への
受診勧奨

☆ 処方内容の照会・
処方提案

☆ 医薬品等に関する相談
や健康相談への対応

※ 地域の薬局・地区薬剤師会との連携のほか、へき地等
では、相談受付等に当たり地域包括支援センター等と
の連携も可能

ӣ

24 ᾍꜘ ᷀ὁᾍꜘ
Ḹ ʝϷ
Ḩ ἶ ᾚ

β∆ ↓ ἶ
β∆ ᾯ

☆ 医療情報連携ネット
ワークでの情報共有

平成27年10月23日公表

ṡ ṢṌṡ Ṣּפ ṡּפּפ Ṣḭוֹ ︡ ṡ Ṣ Ṍ
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ḱ ḱ

ḱ ( ḭ ḭ )

ḱ

ḱ

ḱ ḱ

ḱ

¸ ḱ ḭ
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¸ ḭ
ḭ

¸

ḱ
ṕ ḭ Ṗ

ḱ

ḱ

ḱ

ḱ ḱ
ṇ

ḱ

ḱ

ṡ Ṣ

ṡ Ṣ
ṧ ṇ

Ṍ פּ Ṍ

Ẇּפּפ וֹ ︡ וֹ

ṡ ṢṌṡ Ṣּפ ṡּפּפ Ṣḭוֹ ︡ ṡ Ṣ Ṍ
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１．概要
２．対人業務の充実
３．薬局薬剤師のＤＸ
４．医療安全を前提とした対物業務の効率化
５．地域における薬剤師サービスの提供

（参考）薬局における対人業務に関連する調剤報酬

23



ṕ ḱ Ṗ

○ 処方箋受付調剤時には、患者の特性や場面によっては丁寧な聞き取り・服薬指導が必要となる（例：腎

機能が低下した患者、手技の指導が必要な患者、認知機能が低下した患者等）。

○ 処方箋受付時以外には、①調剤後の相談の受付や副作用等のフォローアップ、②重複投薬、ポリファーマ

シーの分析・評価等、さらにこれらに基づく③受診勧奨、医療関係者への情報提供、提案、がある。

24

Å

Å 乳幼児、小児、高齢者、妊産婦
Å 腎機能や肝機能が低下した患者
Å 抗がん剤等のハイリスク薬を服用する患者
Å 吸入薬、自己注射等の手技の指導が必要な患者
Å 認知機能が低下した患者

Å

Å 医師への疑義照会
Å 吸入薬等の手技の指導
Å リフィル処方箋等

Å 患者等からの相談の受付（時間外を含む）
Å 電話等でのフォローアップ（服薬状況の確認、副
作用の早期発見等）

Å 重複投薬、ポリファーマシー対策の分析・評価（処
方薬の一元的確認、減薬の提案）

Å 残薬確認・整理（残薬の原因分析） など

Å

ü 患者情報等の分析・評価
Å ⅔ ⁸ ┼─ ⅝ ╡⁸

╩

ü 処方内容の確認（薬学的分析）
Å ⁸
Å ─ ⁸ ─

╩ ╕ⅎ√ ─

ü 薬剤情報提供、服薬指導
ü 薬歴への服薬指導の状況等を記録

①、②の患者からの聞き取り内容や薬学的提案等を踏まえて、

WG

在宅での薬
学管理



ṕH28 H30 RỄṖ

ṕH31.4.2 Ṗ

ü 患者本位の医薬分業の実現のため、 、対人業務の充実

ṕH27.10 Ṗ

ü 対人業務を充実させる観点から、医薬品の品質確保を前提として対物業務を効率化する必要があ
るため、 を整理して通知

ü に基づく対応、薬局開設者による研修等の実施

ü （かかりつけ薬剤師指導料、残薬や減薬の取組の評価など）

ṕR .12 Ṗ

ü 対人業務を充実させ、 （医療機関等と連携して患者を支
えるための体制整備⇒服薬状況のフォローアップ、認定薬局）

ṕR3.6 Ṗ

ü であ
り、その前提のもと、

することにより、薬物療法や健康維持・増進の支援に一層関わり、患者・住民を支え
ていくことが求められる。 25
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Ⅰ. （１）医薬分業とかかりつけ薬剤師・薬局について

薬局薬剤師による疑義照会・処方変更提案の現状

平成29年度かかりつけ薬剤師・薬局機能調査・検討事業「かかりつけ薬剤師・薬局に関する調査報告書」
調査時期：平成29年11月22日～平成30年2月9日 回答薬局数：2315 件

2,940,528 枚

○ 薬局において疑義照会を行った処方箋の割合は、応需処方箋全体の2.8% 。

○ これらの疑義照会のうち、医師に対し、薬剤選択、投与量、投与方法、投与期間等の処方変更の
提案を行った割合は44.4% であり、結果として処方変更となった割合はそのうちの78.2 ％であった。
（応需処方箋枚数に対する最終的な処方変更件数は約１％。）

※平成29年10月１ヶ月間の応需処方箋枚数

処方変更提案件数
処方変更件数

提案あり
36,170 件
疑義照会の

44.4%

変更あり
28,284 件

処方変更提案の
78.2%

81,382 件
応需処方箋全体の2.8%

提案なし
45,212 件
疑義照会の

55.6%

変更なし
7,886 件

処方変更提案の
21.8%

応需処方箋枚数に
対する最終的な処方
変更件数は約１％

30 ệ ị ệ
ể



ẇ ẑ

薬学的な観点から必要
と認められる事項

上記以外

ẇẇ

%

1.0

0.6

3.1

2.2

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 %

0.7

0.1

0.5

0.1

0.2

1.0

0.3

2.4

0.2

0.6

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 %

βかかりつけ薬剤師指導料又は
かかりつけ薬剤師包括管理料

かかりつけ薬剤師指導料等の算定時

薬剤服用歴管理指導料の算定時

1.6

5.3

1.4

3.9

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

薬剤服用歴管理指導料

○ 疑義照会の割合は、かかりつけ薬剤師指導料等を算定した場合で9.2% 、薬剤服用歴管理指導
料を算定した場合で3.0% であった。
〇 疑義照会の内容別に分けても前者の方がそれぞれ高い傾向にあり、かかりつけ薬剤師の方が医師と
の連携が図れていることがうかがえる。

（平成29年6月）

（388薬局）

（715薬局）

Ṗ (H29 פּפּ וֹ )

Ⅰ.（１）医薬分業とかかりつけ薬剤師・薬局について

かかりつけ薬剤師とそれ以外の場合の疑義照会の取組（薬局調査）
中 医 協 総 － ３
２ ９ ． １ ２ ． ８
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24.9%

26.5%

24.9%

20.8%

16.8%

44.1%

43.5%

41.3%

36.5%

31.4%

20.6%

19.4%

19.5%

19.1%

20.1%

10.4%

10.6%

14.3%

23.6%

31.7%

0% 50% 100%

０～14歳

15～39歳

40～64歳

65～74歳

75歳以上
１種類

２～３種類

４～５種類

６種類以上

Ẇ ポリファーマシーとは、単に服用する薬剤数が多いことではなく、それに関連して薬物有害事象のリスク増加、服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等
の問題につながる状態を指す（ Ṭ ）

Ẇ ḭ ︡ וֹ ṡ ṇ Ṣ ḭ
ṇ ṇּצ אל טּצּ

Ẇ Ỉ ︡ לּךּ ṇ טּצּ
Ẇ 75 ểצּ ể פּ אל ḭ 31.7 Ṿ Ỉ

ể ẑể Ễ ẑể

ễ ể ẑỄ

※１ 出典：高齢者の医薬品適正使用の指針総論編（2018 年５月厚生労働省）に基づき医療課において作成
※２ 出典：令和２年社会医療診療行為別統計 28

中医協 総－５

３．７．１４



（平成30年度「かかりつけ薬剤師・薬局に関する調査」の薬局調査より）

●調剤後に患者情報を継続的に把握する取組を行っていて良かったこと

処方内容のチェック（重複投与・飲み合わせ）、処方提案

調剤時の情報提供、服薬指導

調剤後の継続的な服薬指導、服薬状況等の把握

服薬状況等の処方医等へのフィードバック

在宅訪問での薬学的管理

処方箋受取・保存

調製(秤量、混合、一包化)

薬袋の作成

監査（交付する薬剤の最終チェック）

薬剤交付

在庫管理

0.6

1.7

1.4

32.6

72.9

82.6

43.5

無回答

特に良かったことはない

その他

次回の処方内容が変更になった

患者の服薬状況に応じて、飲み方の工夫などを
指導し、アドヒアランスが向上した

残薬解消につながった

副作用の早期発見ができた

％
0 20 40 60 80 100

（有効回答数：1940 件）

（複数回答可）

（医療法においても、医師から薬剤師等に対して同様の規定あり）

令和２年9月施行

29



ṇ ︡ ךּ

○ フォローアップの方法として「電話」が最も多く（約84％）、次いで「対面」が多かった（約30％）。
○ 収集している情報は、「患者の服薬情報」、「患者の薬剤服用後の副作用等の状況」が多かった（そ
れぞれ、約68% 、約60％）。

30

8 3 .9

6 .0

1 .6

3 .7

3 0 .2

3 .3

8 .1

0 % 10 % 2 0 % 3 0 % 4 0 % 5 0 % 6 0 % 7 0 % 8 0 % 9 0 % 10 0 %

n = 8 8 7

6 7 .5  

3 6 .9  

2 5 .5  

6 0 .1  

4 .7  

2 3 .2  

0 % 10 % 2 0 % 3 0 % 4 0 % 5 0 % 6 0 % 7 0 % 8 0 %

n = 8 8 7

Ḳ Ễ ṕ ễ Ṗṡּפּפ וֹ ḱ Ṣ
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ṇ טּצּ

○ 薬局にフォローアップの必要がある患者の属性を尋ねたところ、①服薬コンプライアンスが不良な患者、
②薬剤変更があった患者、③手技を伴う薬剤を処方された患者、④特に副作用に注意すべき薬剤を
処方された患者の割合が多かった。

31

6 1 .1

2 5 .9

6 3 .4

3 4 .9

5 5 .8

5 2 .1

2 .8

7 .8

0 % 10 % 2 0 % 3 0 % 4 0 % 5 0 % 6 0 % 7 0 % 8 0 %

3 0

n = 8 8 7

ṕ Ṗ
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○ 改正薬機法等により、薬剤師は調剤時のみならず、服薬状況の把握や薬学的知見に基づく指導（服薬フォロー
アップ）を行うこととされた。
○ 質の高い薬学管理を行うために、研究班（注１）において
①フォローアップ事例を収集し、フォローアップの手引き（注２）の改訂
②フォローアップによる効果の検証
等を進めている。

─ ─√╘─ ⌐ ≠ↄ ⌂ ─ ⌐≈™≡─ (

─ ⱨ◊꜡כ▪♇ⱪ─ ⅝

ṕ Ṗ

Ễ ễ Ệ

①フォローアップ事例の収
集、フォローアップ手引き
の改定

②フォローアップによる効果
の検証

ṇ ︣

≢─ ⁸ ⁸ ─ ─

ṇ כֿלּ צּ

⁸Ɫ▬ꜞ☻◒

קּ

ṇ

ṕ Ṗ

32※研究班から提供された資料を踏まえ、医薬・生活衛生局総務課において作成
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来局日以降、予約日に を参照しながら、 を行う。

チェックシートを病院へFAXするとともに、直ちに医療機関の事前に取り決めた部署へ
電話連絡。また、緊急対応した事例についてのサマリーを作成。

記入したチェックシートを病院へFAXで送付。

ü

FAX

ü
■研究代表者：安原 眞人（東京医科歯科大学）
■研究目的：プロトコールに基づく薬物治療管理（PBPM）により、がん外来化学療法で経口抗がん剤を

服用している患者に対して、薬局が服用期間中にフォローアップを行うことの効果を研究

ṕ28 Ṍ29 Ṗ

○ がんの薬物療法など、より丁寧な薬学的管理を要する疾患においては、医療機関からの指示に基づいて薬局薬剤師が服用
期間中の服薬状況等をフォローし、その結果を医療機関に共有することで、副作用等への対応をより適切に行うことができる。
○ こうした機能を発揮するためには、医療機関と薬局の密な連携が重要。

Ṯ ṯ
129名の登録患者（トレーシングレポート428件）

・電話フォローアップを契機とする
緊急入院 1名
予定外受診 4名（5件）
休薬 9名

・電話フォローアップに基づく
医師への処方提案 49件
このうち23件（47％）が処方に反映

ἲ

ṕ Ṗ ṕ Ṗ ṕ Ṗ

Ⅰ. （２）③ 地域における医薬品提供体制を確保するための薬局の体制整備

薬物療法に関する医療機関と薬局の連携

54.7%21.9%

9.4%

4.7%

1.6%

7.8%
そう思う

やや思う

どちらでもない

あまり思わない

思わない

無記入

ṕ Ṗ ṕ Ṗ ṕ Ṗ

67.0

%

28.0

%

5.0% 0%

かなり思う

少し思う

あまり思わない

思わない
86.0

%

14.0

%

0.0%
0.0%

かなり思う

少し思う

あまり思わない

思わない

30 Ệ 11 Ệ
ể



〇 事前に教育プログラムを学んだ薬局薬剤師が、資料などを活用して1回3分程度の説明や声がけをしたとこ

ろ、６か月後には対照群と比較してHbA1c ※が0.4 ％低下したとの報告がある。

34

薬剤師の教育プログラム：介入開始前に「薬局版動機づけ面接」1日、5時間の研修を受講
介入群（IG:90 人）： 薬剤師による資料による情報提供、（3分程度）、歩数計貸与
対象群（CG:42 人）： 通常どおりの服薬指導

出典：Hiroshi Okada et al. Effects of Lifestyle Intervention Performed by Community Pharmacists on Glycemic Control in Patients with Type 2 
Diabetes: The Community Pharmacists Assist (Compass) Project, a Pragmatic Cluster Randomized Trial. Pharmacology & Pharmacy, 7(3 ):124 -132, 
2016

aHbA1c, glycated hemoglobin. bBMI , Body mass 
index. cIPAQ, the International Physical Activity 
Questionnaire. dMedication adherence, a modified,
6- item. Morisky Medication Adherence Scale 
(MMAS). eDTSQ, Diabetes Treatment Satisfaction 
Questionnaire. fMedication type of drugs, Oral 
hypoglycemic
agent(OHA) was classified into 6 groups. 
Sulfonylurea (SU), Biguanide (BG), Dipeptidyl 
Peptidase -4 Inhibitor (DPP -4I), α-glucosidase
Inhibitor (a -GI), Thiazolidinediones (TZ), and 
Glinide . gKnowledge , measured by 10 true or false 
questions. hHealthy lifestyle, Lester Breslow: The
“Seven Healthy Habits” 1) Get a good night’s sleep 
of seven or eight hours. 2) Exercise 30 minutes at a 
time, several times a week. 3) Eat moderately
to maintain weight in relation to height. 4) Eat 
breakfast every day. 5) Eat regularly, whether that’s 
two meals a day, three or five. 6) Don’t drink at all
or drink moderately. 7) Don’t smoke. * Adjusted B, 
Adjusted for the clustering effect.

HbA1cの減少は、対照群（8.7% ќ8.4% ）に比べて介入群（8.7% ќ8.0% ）が0.4% 多かった。

※HbA1c(%)=糖が結合したヘモグロ
ビン量／全てのヘモグロビン量



〇 薬局薬剤師のよる１回３分程度の説明では、食生活（間食、アルコール摂取等）、運動習慣（目標歩

数等）など、様々な資料が活用されている。
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〇 糖尿病患者から薬局薬剤師の質問は、薬物治療、生活習慣、不安の３つのカテゴリーがある。

○ 日本薬剤師会が糖尿病治療薬を含むハイリスク薬の服薬指導等のガイドラインを作成している。

〇 薬局薬剤師の取組みとしては、適切な服薬指導、シックデイ(※)時の対応など糖尿病療養指導の遂行、自

己研さん、療養指導に必要な医療機器の提供体制などがある。

β ⅜ ╛ ─ ─ ⌐⅛⅛∫√ ⁹ ⅜ ⌐ ≢⅝⌂™⌂≥⁸ ⅜ ╣╛∆™⁹

出典 （１）薬局薬剤師が2 型糖尿病患者から受ける質問内容に関するテキストアナリシス日健教誌，2014 ；22（1)：50-56
（２）薬局におけるハイリスク薬の薬学的管理指導に関する業務ガイドライン（第２版）（平成23年４月15日 日本薬剤師会）
（３）薬剤師による糖尿病対策ガイド（日本薬剤師会、日本くすりと糖尿病学会編）

ṕểṖỄ ṕễṖ

ü 「治療」に関するもの
╩ ╖ ╣√⁸ ⌐≈™≡

ü 「生活習慣」に関するもの
™╙─⅜ ≢⅝⌂™⁸ │≥─ ⇔√╠

™⅛
ü 「不安」に関するもの

⅜ ⌂─⅛⁸ ╩ ╪≢╙ ⅜ ⅜╠
⌂™─│⌂−

１．糖尿病薬物治療法における糖尿病薬の適切な服薬指導
の実施

２．低血糖などの副作用対策の徹底
３．シックデイなど糖尿病療養指導の遂行
４．服薬指導、薬物療法を適切に行うための自己研さん
５．薬学的な情報・技術の提供とともに、血液測定器など療養

指導に必要な医療機器を提供できるような体制の整備

１）患者に対する処方内容（薬剤名、用法・用量等）の確認
２）服用患者のアドヒアランスの確認（Sick Day 時の対処法の指導）
３）副作用モニタリング及び重篤な副作用発生時の対処方法の教育（低血糖及び低血糖状態出現時の自覚症状

とその対処法の指導）
４）効果の確認（適正な用量、可能な場合の検査値（HbA1cや血糖値）のモニター）
５）一般用医薬品やサプリメント等を含め、併用薬及び食事との相互作用の確認
６）注射手技の確認（薬剤の保管方法、空打ちの意義、投与部位等）、注射針の取り扱い方法についての指導

ṕỄṖ
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פּפּ וֹ ḱ ︣ ṕ 2 9 Ṍ Ṗ

○ 各都道府県での①かかりつけ薬剤師・薬局、②多職種連携、③ICT活用等を推進するため、平成29年度

から令和元年度に厚生労働省においてモデル事業を実施。

○ モデル事業の成果については、好事例集等として各都道府県等に共有。
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Ẇ ךּףּ ṡ ṕ ṖṢ
Ṯ ṯ
É ︡ נּ ḭ ṇ ṇ
É ︣ ṕ Ḳ Ṗ

É ṕ Ḳ ︡ נּ Ṗ

Ễ

ễ

ṇ ṇ ḭּפּפ וֹ
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出典：高齢者の医薬品適正
使用の指針 総論編（2018
年５月厚生労働省）に基づき
医療課において作成

ể

中医協 総－３

３１．４．２４
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Å STOPP (Screening Tool of Older person’s Potentially inappropriate Prescriptions)は、高齢者に対する処方として不適切な
薬剤のスクリーニング手段として用いられる（一覧表）。

Å START（Screening Tool to Alert doctors to the Right Treatment ）は、特定の状態にある高齢者に対する処方として考慮される
べき薬剤を列挙している（一覧表）。

STOPP ／ START ver.2 ２０１５ (欧州)

Å 高齢者に対する医薬品の潜在的な不適切使用に伴う有害事象を減少させるための基準（一覧表）。
Å 1991 年にBeersによって公表され、以降、米国の老年医学分野において広く活用されている。

Beers Criteria 2019 （米国）

Å 高齢者における薬物有害事象を防ぐための一般的注意点や系統別指針を明記。その中の主要薬剤は、「特に慎重な投与を要する薬物リス
ト」として列挙（一覧表）。

Å 薬物有害事象のハイリスクグループである75歳以上の高齢者及び75歳未満でもフレイル～要介護状態の高齢者を対象とし、処方見直しの
ためのスクリーニングツールとしてフローチャートに従って使用する。個々の病態と生活機能、生活環境、意思、嗜好などを考慮して判断する。

高齢者の安全な薬物療法ガイドライン２０１５（日本老年医学会）

○ 高齢者に対し、特に慎重な投与を要する薬剤について国内外で指針等がまとめられている。
○ 高齢者に投与する薬剤を指針を用いて検討することは、ポリファーマシーを防止し、薬物療法の安全性をより確保する
ために有用である。

「高齢者の医薬品適正使用の指針（総論編）」（厚生労働省）平成30年５月

Å 診療や処方の際の参考情報を提供することを意図して作成し、処方時に注意を要する薬剤を列挙（一覧表）。
Å 薬物有害事象の回避など高齢者の薬物療法の適正化を目指し、高齢者の特徴に配慮したより良い薬物療法を実践するための基本的留意
事項をまとめたガイダンス。

出典：
Å By the 2019 American Geriatrics Society Beers Criteria Update Expert Panel. American Geriatrics Society 2019 Updated AGS Beers Criteria for Potentially Inappropriate Medication Use in Older Adults. J Am Geriatr Soc. 2019 Apr;67(4):674 -694.
Å D. O’Mahony,etal. STOPP/START criteria for potentially inappropriate prescribing in older people: version 2. Age Ageing. 2015 Mar; 44(2): 2 13–218.
Å 高齢者の安全な薬物療法ガイドライン2015 （日本老年医学会）
Å 高齢者の医薬品適正使用の指針（総集編）」（平成30年５月29日付け医政安発0529 第1号・薬生安発0529 第1号）
Å 高齢者の医薬品適正使用の指針（各論編(療養環境別)）（令和元年6月14日付け医政安発0614 第1号・薬生安発0614 第1号）
Å 病院における高齢者のポリファーマシー対策の始め方と進め方（令和3年3月31日付け医政安発0331 第1号・薬生安発0331 第1号）

42

Å 患者の病態、生活、環境の移行に伴い関係者にとって留意すべき点が変化することを念頭に、患者の療養環境ごとの留意事項をまとめたガイ
ダンス。

「高齢者の医薬品適正使用の指針（各論編(療養環境別）） 」（厚生労働省）令和元年６月

Å ポリファーマシー対策を始める病院が取組初期に直面する課題を解決するためのスタートアップツール、ポリファーマシー対策をある程度進めてい
る病院が業務手順書を整備し、業務をより効率的に行うための参考資料。

「病院における高齢者のポリファーマシー対策の始め方と進め方」（厚生労働省）令和３年３月

中医協 総－５

３．７．１４



וֹףּ ︣

○ 特に安全管理が必要な医薬品（ハイリスク薬）の薬学的管理指導について、日本薬剤師会が業務ガイド

ラインを作成している。

○ 当該ガイドラインでは、薬効群ごとに薬学的管理指導のポイントが簡潔にまとめられている（共有事項＋個

別薬効群ごとの確認項目）。

43出典：薬局におけるハイリスク薬の薬学的管理指導に関する業務ガイドライン（第２版）（平成23年４月15日 日本薬剤師会）

ü

１）患者への処方内容（薬剤名、用法・用量、投与期間、休薬期間等）の確認
２）服用患者のアドヒアランスの確認（飲み忘れ時の対応を含む）
３）副作用モニタリング及び重篤な副作用発生時の対処方法の教育
４）効果の確認（適正な用量、可能な場合の検査値のモニター）
５）一般用医薬品やサプリメント等を含め、併用薬及び食事との相互作用の確認

ü ṕ Ṗ
１）患者に対する処方内容（薬剤名、用法・用量等）の確認
２）服用患者のアドヒアランスの確認（Sick Day 時の対処法の指導）
３）副作用モニタリング及び重篤な副作用発生時の対処方法の教育（低血糖及

び低血糖状態出現時の自覚症状とその対処法の指導）
４）効果の確認（適正な用量、可能な場合の検査値（HbA1cや血糖値）のモ

ニター）
５）一般用医薬品やサプリメント等を含め、併用薬及び食事との相互作用の確認
６）注射手技の確認（薬剤の保管方法、空打ちの意義、投与部位等）、注射

針の取り扱い方法についての指導

①投与量等に注意が必要な医薬品
②休薬期間の設けられている医薬品や服薬期
間の管理が必要な医薬品

③併用禁忌や多くの薬剤との相互作用に注意
を要する医薬品

④特定の疾病や妊婦等に禁忌である医薬品
⑤重篤な副作用回避のために、定期的な検
査が必要な医薬品

抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤、血液凝固阻阻
止剤、精神神経用剤、糖尿病用剤等



וֹףּ

○ 吸入薬の吸入指導のために、標準吸入手順や吸入指導評価表を作成している事例がある。
β ─ │⁸ ↕╣√♦Ᵽ▬☻≢ ⇔ↄ ≢⅝╢⅛─ ⅛╠ ╕╡⁸∕╣∙╣─♦Ᵽ▬☻─

⌐ ∂√ ≢ ∆╢ ⅜№╢⁹

44出典：群馬吸入療法研究会 吸入薬の標準吸入手順より抜粋 https ://www.gunyaku.or.jp/public/kyuunyuu/index.html



ṕ Ễ 1 2 Ṗ

ṕ / Ṗ

Ａ 50.6%

Ｂ 54.5%

Ｃ 50.4%

Ｄ 39.0%

Ｅ 40.9%

Ｆ 41.3%

○ 薬局機能情報提供制度において、各薬局での「症例を検討するための会議等の開催の有無」の状況を公

表している。

○ 一部の都道府県におけるデータを集計したところ、定期的に症例検討会を実施している薬局はおよそ40～

50% 程度であった。

45

Ⅱ．報告にあたっての留意点

（略）

(５) 症例を検討するための会議等の開催の有無
薬歴、服薬指導等の実践に基づく服薬遵守（コンプライア
ンス）の状況等の確認、指導内容の改善、相談対応等の改
善を目的とした検討を定期的に実施している場合は「有」とし、
それ以外の場合は「無」とすること。

「薬局機能に関する情報の報告及び公表にあたっての留意点について（令和３年１月29日
付け薬生総発0129 第５号）」から抜粋



○ 日本薬剤師会が約41万人分の薬局に来局した患者の状況を調査・分析したところ、薬局での血液検査の

検査値等の活用状況については、全患者の約４％で血清クレアチニン、eGFRの検査値を把握していた。

○ 体重、血圧、eGFR等の患者情報の入手経路としては、患者インタビューが約24 %で最も多かった。次い

で、検査結果用紙が約５％、処方箋記載等が約４％であった。

※ 処方箋に検査値を記載している病院の割合は、全体で約３％であった（500 床以上では11.5 ％）。

Å 5.23% ḭ 12.06%
ẑ ךּףּ שּ Ḯ

Å Ḳ4.16%

Å eGFRḲ4.48%

Å HbA1cḲ6.10%

ểḰ ỄḰ ṕ Ṗ
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Å ṇḲ23.9%

Å ףּ Ḳ0.82%

Å Ḳ4.79%

Å ḭ Ḳ4.11%

Ẇ ṇ ḱ
Å ễ ễ 16 7,463

︡ 412,728 ךּ
ḭ ḭ
צּ

Å ךּ ḭ

出典：（１）、（２）「薬局における患者の薬物療法の把握及び検査値を用いた薬剤師業務に関する研究中間集計」（日薬誌第73巻第９号 令和３年９月１日）に基
づき医薬・生活衛生局総務課が作成
（３）平成29年度「病院薬剤部門の現状調査」(日本病院薬剤師会）

Ṯ ṯ ︡ ךּ ṕ 29 Ṗ

全体
病床規模別

20～49 50～99 100～299 300～499 500以上

処方せんで受診・入院に
係る検査値を提供してい
る病院の割合（%）

2.7 0.0 0.7 1.6 4.2 11.5

（注）身長、体重、Scr、eGRF、血圧、血糖、HbAlc、Pt- INR等のいずれかの検査値を入手した経路（複数選択可）
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○薬剤師法（昭和35年法律第146号）（抜粋）

（情報の提供及び指導）
第二十五条の二 薬剤師は、調剤した薬剤の適正な使用のため、販売又は授与の目的で調剤したときは、患者又は現にその看護に
当たつている者に対し、必要な情報を提供し、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わなければならない。

２ 薬剤師は、前項に定める場合のほか、調剤した薬剤の適正な使用のため には、患者の当該薬剤の使用
の状況を継続的かつ的確に把握するとともに、患者又は現にその看護に当たつている者に対し、必要な情報を提供し、及び必要な
薬学的知見に基づく指導を行わなければならない。

○医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）（抜粋）

(調剤された薬剤に関する情報提供及び指導等)
第九条の四
１～４（略）
５ 第一項又は前項に定める場合のほか、薬局開設者は、医師又は歯科医師から交付された処方箋により調剤された薬剤の適正な
使用のため必要がある場合として厚生労働省令で定める場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その薬局において薬剤の
販売又は授与に従事する薬剤師に、その調剤した薬剤を購入し、又は譲り受けた者の当該薬剤の使用の状況を継続的かつ的確
に把握させるとともに、その調剤した薬剤を購入し、又は譲り受けた者に対して必要な情報を提供させ、又は必要な薬学的知見に
基づく指導を行わせなければならない。

６ （略）
(薬局医薬品に関する情報提供及び指導等)
第三十六条の四
１～４（略）
５ 第一項又は前項に定める場合のほか、薬局開設者は、薬局医薬品の適正な使用のため必要がある場合として厚生労働省令で
定める場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に、その販売し、
又は授与した薬局医薬品を購入し、又は譲り受けた者の当該薬局医薬品の使用の状況を継続的かつ的確に把握させるとともに、
その薬局医薬品を購入し、又は譲り受けた者に対して必要な情報を提供させ、又は必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなけ
ればならない。
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○医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

(医薬関係者の責務)
第一条の五 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師その他の医薬関係者は、医薬品等の有効性及び安全性その他これらの適正な使用
に関する知識と理解を深めるとともに、これらの使用の対象者(動物への使用にあつては、その所有者又は管理者。第六十八条の
四、第六十八条の七第三項及び第四項、第六十八条の二十一並びに第六十八条の二十二第三項及び第四項において同
じ。)及びこれらを購入し、又は譲り受けようとする者に対し、これらの適正な使用に関する事項に関する正確かつ適切な情報の提
供に努めなければならない。

２ 薬局において調剤又は調剤された薬剤若しくは医薬品の販売若しくは授与の業務に従事する薬剤師は、薬剤又は医薬品の適切
かつ効率的な提供に資するため、医療を受ける者の薬剤又は医薬品の使用に関する情報を他の医療提供施設(医療法(昭和二
十三年法律第二百五号)第一条の二第二項に規定する医療提供施設をいう。以下同じ。)において診療又は調剤に従事する医
師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供することにより、医療提供施設相互間の業務の連携の推進に努めなければならない。

３ 薬局開設者は、医療を受ける者に必要な薬剤及び医薬品の安定的な供給を図るとともに、当該薬局において薬剤師による前項
の情報の提供が円滑になされるよう配慮しなければならない。
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１．概要
２．対人業務の充実
３．薬局薬剤師のＤＸ
４．医療安全を前提とした対物業務の効率化
５．地域における薬剤師サービスの提供

（参考）薬局における対人業務に関連する調剤報酬
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電子処方箋とは、オンライン資格確認等システムを拡張し、現在紙で行われている処方箋の運用を、電子で実施する仕組み。オンライン
資格確認等システムで閲覧できる情報を拡充し、患者が直近処方や調剤をされた内容の閲覧や、当該データを活用した重複投薬等チェ
ックの結果確認が可能に。（令和５年（2023 年）１月～運用開始）

ḱ ︡ ךּ ḭ וֹףּ ḭ פּ
וֹ ḭ2022ךּ פּ ︣ Ḯ

ṇ ṕ 3 6 1 8 Ṗ
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ḭ ḱ / ḭ ṇ צּ

אל כֿ ḭ ךּ ṇ ḭ ḭ Ḯ

ḱ

患者の処方・調剤情報を踏まえた
質の高い診察・処方 Å医療機関・薬局を跨いで、患者が処方/調剤

された薬剤の情報を基に、電子処方箋管理
サービスで重複投薬等チェックを実施すること
で、
になる。

Å医療機関・薬局を跨いで、
/ 。

（直近から過去3年分まで）

Å自院が発行した処方箋に対する薬局の調剤
結果 (後発医薬品への変更等含む)

。

重複投薬等の抑制 円滑なコミュニケーション

Åシステム化により

。

患者の処方・調剤情報を踏まえた
質の高い調剤・服薬指導

Å電子処方箋管理サービスから処方箋をデータ
として受け取ることで、

が期待。

Å処方箋がデータ化されることで、紙の調剤済
み処方箋の

。

Å医療機関・薬局を跨いで、
/ 。

（直近から過去3年分まで）

Å調剤結果や処方医への伝達事項を
。

業務効率化

Åシステム化により

。さらに、システム的にチェックさ
れた処方箋を薬局で扱えるようになる。

円滑なコミュニケーション

Å複数の医療機関・薬局間での情報の共有が
進むことで、実効性のある重複投薬防止等や
、より適切な薬学的管理が可能になるため、
患者の更なる健康増進に貢献。

Å患者自らが薬剤情報をトータルで一元的に
確認することができ、服薬情報の履歴を管理
できるとともに、必要に応じて医療機関、薬局
等から各種のサービスを受けることが可能。

Å処方箋原本を電子的に受け取ることが可能
となり、オンライン診療・服薬指導の更なる利
用促進に貢献。
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ḭ לּךּ לּ טּ ḭ צּ ︢

ףּ︣ טּצּ ḭ וֹףּ ḭ פּ וֹ Ḯלּ

ṕ Ṗ

ךּףּ ḭ ễ ṇ ḱ Ḯ

ḱ ︡ ḭ ễ ị ḭ Ḯ

ṕ Ṗ

ỄỂỄỂṕ Ễ ỉ ểỉ Ṗ וֹףּ ṇ ︣ Ṅ

︡ ḭ Ệ פּ ︣ כֿ צּ אל ךּ Ḯ

ךּ ḭ ︣ לּךּ וֹ ḭשּ ḱ וֹףּ

ḱ צּ ︡ḭ ḭ ︣ טּ Ḯ

ḭ ḭ לּךּ לּ טּ ḭ צּ ︢

ףּ︣ טּצּ ḭ וֹףּ ḭ פּ וֹ Ḯלּ

טּצּ Ḯ

ḱ

ṕ Ṗṕ Ṗ

962,290 932,658 932,658
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１．概要
２．対人業務の充実
３．薬局薬剤師のＤＸ
４．医療安全を前提とした対物業務の効率化
５．地域における薬剤師サービスの提供

（参考）薬局における対人業務に関連する調剤報酬
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○ 薬局の調剤業務は、①患者情報等の分析・評価、②処方内容の薬学的分析、③調剤設計、④薬剤の調製・取りそろえ、⑤最終
監査、⑥患者への服薬指導・薬剤の交付、⑦調剤録、薬歴の作成などのステップから構成されている。

○ このうち、①、②、③、⑥、⑦は、患者の状態や処方内容等に応じた薬剤師による薬学的判断を伴い、対人業務的な要素を含む。

ア 処方箋の記載内容の確認
・患者情報、保険情報、医療機関情報、処方箋使用期限等

イ 処方薬に関する薬学的分析
・承認内容との適合（用法・用量等）
・重複投与
・併用禁忌、配合変化 等

ウ 患者情報に基づく薬学的分析
・併用禁忌、重複投与
・患者個人の状況を踏まえた用法・用量の適正性の評価（例：
腎機能、小児の体重）等

ア 患者の基礎情報（氏名、生年月日、性別等）
イ 患者の体質（アレルギー歴、副作用歴）
ウ 薬学的管理に必要な患者の生活像
エ 既往歴、合併症、他科受診の状況
オ 併用薬等（処方薬、一般用医薬品、健康食品）
カ 前回処方
キ 服薬状況（残薬の状況を含む）
ク 患者の服薬中の体調の変化
ケ 臨床検査値 等

青枠部分：主に｢調剤料｣で評価している部分
緑枠部分：主に｢薬学管理料｣で評価している部分

処方箋の受付、保険証の確認

患者情報等の分析・評価
お薬手帳、後発医薬品の希望有無、薬
剤服用歴（薬歴）等に基づく薬学的分
析・評価

処方内容の薬学的分析

薬剤の調製・取りそろえ

最終監査

調剤した医薬品の（ア）薬剤情報提供、（イ）服薬指導
薬剤の交付

会計

調剤録・薬歴の作成

①

②

④

⑤

⑥

⑦

調剤設計③

問合わせ
（疑義照会を含む）

処方変更等

ךּ
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調剤の種類、調剤機器の種類

ểḰ ṕ Ṗ

○ 薬剤師が行う内服薬の調剤業務には、①計数調剤、②計量混合、③自家製剤、④一包化等がある。
○ 調剤の一包化や監査を支援する調剤機がある。

ỄḰ ṕ Ṗ

主な内容例

計数調剤 PTPシート※の薬剤の調剤

計量混合 散剤（粉薬）、液剤（水剤）などを計量し、混合

自家製剤 錠剤を粉砕して散剤化

一包化 服用方法の異なる複数薬剤を服用時点ごとに分包化

βPTP(Press- Through- Package) ◦כ♩ ╛◌ⱪ☿ꜟ╩ⱪꜝ☻♅♇◒≤▪ꜟⱵ⌂≥≢
♩כ◦∞╪ ─ ─

主な機器の種類

外用剤、液剤の調剤 自動軟膏練り器、水剤分注機（正確な水剤計量）

一包化支援 自動分割分包機（手動で薬剤をVマスに均一にならせば、その後は自動で一包化する。）
全自動分割分包機（全ての薬剤をホッパーに投入すれば、その後は全自動で一包化）
全自動錠剤分包機、全自動散剤分包機（予めセットしたカセットから全自動で一包化）

監査支援 最終監査システム（薬剤の種類、数量を画像等で監査）
ピッキング調剤支援、散剤監査システム（薬剤の種類をバーコードで監査）
散剤監査システム、水剤監査システム（薬剤の種類、秤量を監査）
一包化錠剤監査支援システム（一包化後の薬剤の種類と数量を画像で監査）

医薬品の取り揃え PTPシートピッキング装置、自動出庫払出システム

≡─ ⌐ ↕╣≡™╢╙─≢│⌂™ │ ⌂╙─⅛
╠ ⌐ ╪≢™╢⁹ ⁹
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26
a 薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令（昭和39 年厚生省
令第３号）における一般用医薬品の販売時間規制（一般用医薬品の販売時間が当該店舗
の開店時間の一週間の総和の２分の１以上）を廃止する。

b 一般用医薬品の販売に関して、情報通信機器を活用した店舗販売業における一般用医薬品
の管理及び販売・情報提供について、薬剤師又は登録販売者が一般用医薬品の区分に応じて
実施すべき事項や、店舗販売業者の責任において販売することなどを前提に、薬剤師又は登録
販売者による情報通信機器を活用した管理体制・情報提供の在り方について検討した上で、必
要な措置をとる。

29

・薬局における薬剤師の対人業務を充実させるため、調剤技術の進歩や医薬品の多様化等の変
化を踏まえ、調剤に係る業務プロセスの在り方を含め、医療安全を確保しつつ調剤業務の効率化
を進める方策を検討し、必要な見直しを行う

ễ

ḱ ḱ
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一包化とは、服用時点の異なる２種類以上の内服用固形剤又は１剤であっても３種類以上の内服用固形剤が処方されているとき、
その種類にかかわらず服用時点ごとに一包として患者に投与することをいう。なお、一包化に当たっては、錠剤等は直接の被包から取り
出した後行うものである。

ṕ Ṗ ךּ

צּ ︣ כֿ צּ Ḯ
ṇ אל ךּ צּ ︡ Ḯלּ
︡ ︢ ḭ ḭ ḱ ︣ צּ Ḯ
ךּףּ ḭ צּ ךּ︣ ḭ ṇ ḭ ṇ ︡ ףּ צּ Ḯ
פֿ צּ לּ ḭ תּ ḭ ḭ ︣ כֿ צּ Ḯךּ︡

Ḳ

○ 処方薬の一包化によって、服薬コンプライアンスが改善される（患者自身による服薬・服薬管理が可能になる、飲み忘れ

等を防止できるなど）といった利点があるが、一包化の際には薬学的管理が重要である。

פּ ︡ ︣ כֿ צּ

ṕ צּ ḭ צּ ︡ ךּ

ḭ ṇ Ṗ

צּ ṕ צּ ︡

ךּ Ṗ

患者像

Ṇ צּ אל

ḱ ḱ צּ קּ לּ ḱ ḭ ︣ כֿ צּ קּ

ṕ ḭ

Ṗ טּצּךּ

利点

ḭֿכ כֿ נּ צּ טּ 60
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03:05
03:29
12:41

β
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○ 医療的ケア児（183例）の調剤に係る平均所要時間は約137.4 分であり、TPPV（気管切開下人工呼吸療
法）児（22例）の調剤に係る平均所要時間は約115.7 分であった。

調剤に係る所要時間（n=183 ，回答薬局数＝132）

137.4

115.7

0 20 40 60 80 100 120 140

n=183

TPPV n=22

(分/回)

CḲ1 4 (7 , 15 , 19 , 23 )
( ︣ )

AḲ ṕ צּ Ṗ Ḳ660 BḲ פֿ
ṕ23 )

処方内容の例

（再掲）処方箋１枚の処理時間（出典：タイムスタディ調査）
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１．概要
２．対人業務の充実
３．薬局薬剤師のＤＸ
４．医療安全を前提とした対物業務の効率化
５．地域における薬剤師サービスの提供

（参考）薬局における対人業務に関連する調剤報酬
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薬物療法に関する連携（イメージ）

○安心・安全で質が高く効果的・効率的な医療・介護サービスを提供する上で、患者の薬物療法に関しても、有
効で安全な薬物療法を切れ目なく継続的に受けられるようにすることが必要。
○このため、薬物療法に関わる関係者が、患者の服薬状況等の情報を共有しながら、最適な薬学的管理やそれ
に基づく指導を実施することが求められる。

ḱ
ḱ

ḱ ḱ ḱ

ḱ

ḱ ṕ
ḱ

Ṗ
ḱ

ḱ ḱ
ḭ ḭ ḭ

ḱ ḱ
ḱ ḭ ḭ ṇ

ḱ וֹףּ

ḱ ḭ
ḱ

שּ ḱ
ḱ ḱ
ḱ ︣

ḱ וֹףּ ḱ
ḱ ḭ ḭ ḭ

ḱ ︣

30 10 18
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ṕ Ṗ

○ 医療機関と薬局の薬剤師は、入退院時、外来時の各段階で情報共有等の様々な連携を行っている。

○ 患者が安全な薬物療法を切れ目なく受けられるためには、このような連携が必要となる。
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ṕểṖ ṕ Ṗ
ü 入院前の服用薬（持参薬）の確認・提供

ü 入院前の患者情報（服薬状況、副作用歴等）の提
供

ṕỄṖ ṕ Ṗ
ü 薬局薬剤師の退院時カンファレンスへの参加

ü 退院時サマリーでの情報提供
β ╛ ─ ⁸ ─ ─

⁸ ⌐ ⌂ ה
─

ṕểṖ
ü 重複投薬防止のためなどの疑義照会【調剤時】

ü 副作用、服薬状況等のトレーシングレポート【主に調剤
時以外】

ṕỄṖ
ü 検査値付き処方箋の提供

ü 外来化学療法時のレジメンの共有

β ≢│꜠☺ⱷfi╩ ⇔√ ╩

ü フォローアップの依頼（医師からの依頼）
β ⅜╪ ─ ─ⱨ◊꜡כ▪♇ⱪ─

ü 吸入薬等の手技の指導の依頼（医師からの依頼）
Ẇ

ü 勉強会の実施

ü 症例検討会の実施

ü 専門薬剤師の認定に関する研修会の実施

ü 院外処方箋に関する問い合わせ簡素化プロトコール

ểḰ ỄḰ



○ 医療機関と薬局の連携内容を薬局に尋ねたところ、①薬局から医療機関への服用状況等の情報提供、②医療
機関との勉強会、③臨床検査値の情報共有が比較的多かった。
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ṕ Ṗ

ṇ

︡ ךּ ךּ

n=887

22.7

0%              10%              20%               30%               40%               50%

ṕ Ṗ
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Ⅰ.（２）③ 地域における医薬品供給体制を確保するための薬局の体制整備

在宅医療における薬剤師の主な役割

患家への医薬品・衛生材料の供給
患者の状態に応じた調剤（一包化、簡易懸濁法、無菌製剤等）
薬剤服用歴管理（薬の飲み合わせの等の確認）
服薬指導・支援
服薬状況と副作用等のモニタリング
残薬の管理
医療用麻薬の管理（廃棄含む）
在宅担当医への処方提案等
ケアマネジャー等の医療福祉関係者との連携・情報共有

在宅患者への最適かつ効果的で
安全・安心な薬物療法の提供

3 0 3 2 7

♦ ▫ ☻ ◌ ♇ ◦ ꜛ fi
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

令和２年度

在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定薬局数

乳幼児加算の算定薬局数

561

○ 在宅業務を実施している薬局が増加している。

Ṗ ךּ ךּ ḭ צּ וֹ ךּ ךּ
ḭ וֹ ךּ ךּ ךּ Ḯ

7,374

8,512

ṗ Ṙ ṕ Ṗ ךּ ḭNDB ṇ
ṕ Ṗ ךּ ḭ
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1.0%

3.4%

7.4%

6.4%

16.7%

19.7%

21.2%

54.2%

57.6%

75.9%

1.1%

1.1%

6.1%

16.2%

31.3%

35.8%

40.8%

45.8%

49.2%

66.5%

1.0%

10.1%

7.1%

14.1%

19.2%

19.2%

24.2%

28.3%

60.6%

74.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

無回答

特になし

その他

在宅での服薬管理等に関する研修用教材・テキストの作成

多職種での情報共有の場への積極的な参加

一般用医薬品や医療材料・衛生材料の配達

医療材料・衛生材料の供給

麻薬の服薬管理及び保管管理取扱い上の指導

薬剤の保管管理の指導

服薬状況の管理

fiꜛ◦כ♥☻

Ẇ ךּףּ ḭ ḭ ךּ צּ
פּ ךּ Ḯ

（n=99 ） （n=179 ） （n=203 ）

ü在宅医療の現場から薬剤師に望むこと（複数回答）

Ṗ 26

Ⅰ. （２）③ 地域における医薬品提供体制を確保するための薬局の体制整備

在宅医療において他職種が薬剤師に望むこと
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з. （２）③ 地域における医薬品提供体制を確保するための薬局の体制整備

在宅業務と薬剤師数

平成29年度かかりつけ薬剤師・薬局機能調査・検討事業「かかりつけ薬剤師・薬局に関する調査報告書」
調査時期：平成29年11月22日～平成30年2月9日 回答薬局数：2315 件

0

20

40

１人 ～2人以下 ～３人以下 ～４人以下 ４人より多い 無回答

（
％
）

45.8 33.8 20.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1店舗 2～19店舗 20店舗以上 n=299

n=1040

59.0%

16.9%

8.8%

12.6%

25.6%

12.2%

13.9%

1.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ṕ Ṗ

○ 薬局を対象とした調査の結果、半数を超える薬局が在宅業務を実施している。
○ 在宅業務を行っていない薬局の約６割は、その理由として「薬剤師の人員不足」と回答している。
○ １薬局当たりの常勤換算の薬剤師数は２人以下（１人、～２人以下）の薬局が約半数を占め
ており、常勤薬剤師が１人のみの薬局の開設者の開設店舗数は、約半数は１店舗であるが、20店
舗以上も約20% となっている。

n=2315

54.0%44.9%

1.1%

Ṯ ṯ Ṯ ṯ

19.1
28.9

n=2315

n=1040

Ṯể ṕ Ṗṯ

20.5
10.5 14.9

6.0

Ṯ ể ṯ

48％

n=2315
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○ 薬剤師・薬局を取り巻く状況が変化する中、患者が自身に適した薬局を選択できるよう、以下の機能を有すると認められる薬局に
ついて、都道府県の認定により名称表示を可能とする。

・

（ ）

・

（ ）

᷂Ḣ ᾯ

・ （入院時の持参薬情報の医療機関への提供、退院時カ
ンファレンスへの参加等）
・
・

（麻薬調剤の対応等） 等

・ （専門医療機関との治療方針等の共有、患者が利
用する地域連携薬局等との服薬情報の共有等）
・ 等
＜専門性の認定を行う団体＞
●日本医療薬学会（地域薬学ケア専門薬剤師（がん））
●日本臨床腫瘍薬学会（外来がん治療専門薬剤師）

ᾐ ӣ
ᾯ

ẑ
ṕ Ṗ※2021年末時点で1,509 件 ※2021年末時点で79件
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○ 地域連携薬局、専門医療機関連携薬局（認定薬局）は、2021 年末時点で、①地域連携薬
局：1,509 件、②専門医療機関連携薬局：79件が認定されている。
○ また、認定薬局の周知等が行われている。
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Å地域連携薬局：1,509 件
Å専門医療機関連携薬局：79件

ểḰ ṕ2 0 2 1 Ṗ

Å ṡ Ṣ ễ ị (1)

ṕṡ וֹ ךּ ḱ Ṣ ךּףּ Ṗ

Å ṕ10 17 Ṍ23 Ṗ ךּףּ ḭ ṇ ḭ (2)

Å ︡ ṕ Ệ ị 30 Ṗ

ỄḰ

Å צּ לּ ︡ ךּ פּ ︡ḭ ︣

︣ ḭ Ḯ

ṕṡ וֹףּ Ṣ Ḳ Ṗ

ễḰ

（１）https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou_kouhou/kouhou_shuppan/magazine/202109.html

（２）https ://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kusurikenko_r3_00001. html

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou_kouhou/kouhou_shuppan/magazine/202109.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kusurikenko_r3_00001.html


¸ וֹ ḭשּ ḭ
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¸ ṕ ḭ Ṗ ︡

︣ כֿ צּ Ḯ

¸ ︡ ḭ ︣

ḭ ︢ ḭ נּ לּ Ḯ

צּ¸ ︡ ḭּצ ךּ ḭ
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地域連携薬局

ṕ ︡ ṡּצ Ṣ Ṗ
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法律 基準

１ 構造設備が、利用者の心身の状況に配慮する観
点から必要なものとして厚生労働省令で定める基
準に適合するものであること。

利用者のプライバシーに配慮した相談しやすい構造設備
○ 利用者が座って服薬指導等を受けることができる、間仕切り等で区切られた相談窓口等
及び相談の内容が漏えいしないよう配慮した設備の設置
○ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造

２ 利用者の薬剤及び医薬品の使用に関する情報を
他の医療提供施設と共有する体制が、厚生労働
省令で定める基準に適合するものであること。

地域の他の医療提供施設と情報を共有する体制
○ 地域包括ケアシステムの構築に資する会議への継続的な参加
○ 地域の医療機関に勤務する薬剤師その他の医療関係者に対し、利用者の薬剤等の使
用情報について随時報告・連絡できる体制の整備
○ 地域の医療機関に勤務する薬剤師その他の医療関係者に対し、利用者の薬剤等の使
用情報について報告・連絡を行った実績（月平均30回以上の報告・連絡の実績）
○ 地域の他の薬局に対し、利用者の薬剤等の使用情報について報告・連絡できる体制の
整備

３ 地域の患者に対し安定的に薬剤を供給するため
の調剤及び調剤された薬剤の販売又は授与の業
務を行う体制が、厚生労働省令で定める基準に
適合するものであること。

地域の他の医療提供施設と連携しつつ利用者に安定的に薬剤等を提供する体制
○ 開店時間外の相談応需体制の整備
○ 休日及び夜間の調剤応需体制の整備
○ 地域の他の薬局への医薬品提供体制の整備
○ 麻薬の調剤応需体制の整備
○ 無菌製剤処理を実施できる体制の整備（他の薬局の無菌調剤室を利用して無菌製剤
処理を実施する体制を含む。）
○ 医療安全対策の実施
○ 継続して１年以上勤務している常勤薬剤師の半数以上の配置
○ 地域包括ケアシステムに関する研修を修了した常勤薬剤師の半数以上の配置
○ 薬事に関する実務に従事する全ての薬剤師に対する、地域包括ケアシステムに関する研
修又はこれに準ずる研修の計画的な実施
○ 地域の他の医療提供施設に対する医薬品の適正使用に関する情報の提供実績

４ 居宅等における調剤並びに情報の提供及び薬学
的知見に基づく指導を行う体制が、厚生労働省
令で定める基準に適合するものであること。

在宅医療に必要な対応ができる体制
○ 在宅医療に関する取組の実績（月平均２回以上の実績）
○ 高度管理医療機器等の販売業の許可の取得並びに必要な医療機器及び衛生材料の
提供体制

ẇ Ḳ
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法律 基準

１ 構造設備が、利用者の心身の状況に配慮する
観点から必要なものとして厚生労働省令で定め
る基準に適合するものであること。

利用者のプライバシーに配慮した相談しやすい構造設備
○ 利用者が座って服薬指導等を受ける個室等の設備の設置
○ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造

２ 利用者の薬剤及び医薬品の使用に関する情報
を他の医療提供施設と共有する体制が、厚生労
働省令で定める基準に適合するものであること。

利用者に専門的な薬学的知見に基づく指導を行うために、専門的な医療の提供等を行う地
域の他の医療提供施設と情報を共有する体制
○ 専門的な医療の提供等を行う医療機関との会議への継続的な参加
○ 専門的な医療の提供等を行う医療機関に勤務する薬剤師その他の医療関係者に対し、
①の傷病の区分に該当する利用者の薬剤等の使用情報について随時報告・連絡できる体
制の整備
○ 専門的な医療の提供等を行う医療機関に勤務する薬剤師その他の医療関係者に対し、
①の傷病の区分に該当する利用者の薬剤等の使用情報について報告・連絡を行った実績
（①の傷病の区分に係る患者の半数以上報告・連絡した実績）
○ 地域の他の薬局に対し、①の傷病の区分に該当する利用者の薬剤等の使用情報につい
て報告・連絡できる体制の整備

３ 専門的な薬学的知見に基づく調剤及び指導の
業務を行う体制が、厚生労働省令で定める基準
に適合するものであること。

①に係る専門的な調剤や指導に関して、地域の他の医療提供施設との連携を行いつつ、適
切に実施できる体制
○ 開店時間外の相談応需体制の整備
○ 休日及び夜間の調剤応需体制の整備
○ 地域の他の薬局への①の傷病の区分に係る医薬品提供体制の整備
○ 麻薬の調剤応需体制の整備
○ 医療安全対策の実施
○ 継続して１年以上勤務している常勤薬剤師の半数以上の配置
○ ①の傷病の区分に係る専門性を有する常勤薬剤師の配置
○ 薬事に関する実務に従事する全ての薬剤師に対する①の傷病の区分に係る専門的な研
修の計画的な実施
○ 地域の他の薬局に対する①の傷病の区分に関する研修の継続的な実施
○ 地域の他の医療提供施設に対する①の傷病の区分に係る医薬品の適正使用に関する
情報の提供実績

ẇ Ḳ

① 新法第６条の３第１項の厚生労働省令で定める傷病の区分は、がんとすること。

＜専門性の認定を行う団体＞
●日本医療薬学会（地域薬学ケア専門薬
剤師（がん））
●日本臨床腫瘍薬学会（外来がん治療専
門薬剤師）
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○ 「専門医療機関連携薬局」の認定要件には、がんに係る専門性を有する薬剤師の配置が含まれる。
○ 当該専門性を有する薬剤師の認定は、日本医療薬学会、日本臨床腫瘍薬学会が行っている。
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○ かかりつけ薬剤師・薬局の基本的な機能を有し、

○ 地域住民による主体的な健康の維持・増進を積極的に支援する薬局

○ 都道府県知事等に届出を行い、薬局機能情報提供制度に基づき公表。

※平成28年10月から届出開始。令和3年9月末現在、2,724 薬局が届出

健康サポート薬局

※「積極的な支援」とは

① 医薬品や健康食品等の安全かつ適正な使用に関する助言

② 地域住民の身近な存在として健康の維持・増進に関する相談を幅広く受け付け、適切な専門職種や関係機関
に紹介

③ 率先して地域住民の健康サポートを実施し、地域の薬局への情報発信、取組支援も実施

かかりつけ薬剤師・薬局の基本的機能

① 服薬情報の一元的な把握とそれに
基づく薬学的管理・指導

② 24時間対応、在宅対応

③ かかりつけ医を始めとした
医療機関等との連携強化

健康サポート機能

① 地域における連携体制の構築
② 薬剤師の資質確保
③ 薬局の設備
④ 薬局における表示
⑤ 要指導医薬品等の取扱い
⑥ 開局時間
⑦ 健康相談・健康サポート
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○ 健康サポート機能の要件の１つである「薬剤師の資質確保」については、要指導医薬品等及び健康食品等

の安全かつ適正な使用に関する助言、健康の保持増進に関する相談並びに適切な専門職種又は関係機関へ

の紹介等に関する研修を修了していることとしている。

○ 上記研修を実施する機関（研修実施機関）は、研修の実施要領及び研修内容について、厚生労働省が

指定する第三者機関（日本薬学会）に確認を受けることとされている。

研修実施機関（令和３年１０月現在）

○ 公益社団法人日本薬剤師会・公益財団法
人日本薬剤師研修センター

○ 特定非営利活動法人Healthy Aging 
Projects for women

○ 一般社団法人日本保険薬局協会

○ 一般社団法人上田薬剤師会

○ 一般社団法人薬局共創未来人財育成機構

○ 一般社団法人日本薬業研修センター

ṕ ễ ểỂ Ṗ

34,000

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1
0

1
2 2 4 6 8 1
0

1
2 2 4 6 8 1
0

1
2 2 4 6 8 1
0

1
2 2 4 6 8 1
0

1
2 2 4 6 8

2016 2017 2018 2019 2020 2021

ṕ ễ 9 Ṗ

2,724

78



ü

ü

ü

ü

פּ כֿ ︡ḭ

︡ ךּ קּ

פּפּ וֹ

פּפּ וֹ ḱ

ṡ Ṣ 79



出典：令和２年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（R3かかりつけ薬剤師調査）速報値

○ 受診する医療機関が増えるほど、来局する薬局数も増える傾向にある。

○ ３箇所以上の薬局に来局する患者が一定数いる。
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○ 同一の薬局の利用による薬剤の一元的な把握等により、重複投薬や残薬の解消が期待できる。
○ さらに、同一の薬局を繰り返し利用することは、(1) 患者と薬剤師との関係性の緊密化、(2) かかりつけ薬剤師に対
する患者の理解の向上等につながり、将来的に患者がかかりつけ薬剤師・薬局を持つことが期待される。

①複数の薬局を利用 ②同一の薬局の利用

重複投薬・残薬の解消

お薬手帳の活用による薬剤情報の把握

・医療機関との連携
・調剤後の患者の状態の確認
・在宅薬学管理
・薬や健康の気軽な相談

③同一薬剤師（かかりつけ薬剤
師）による服薬指導

(1) 関係性の緊密化
(2) かかりつけ薬剤師に対する患者の理解の向上
等により、スムーズにかかりつけ薬剤師・薬局を持つことが期待される

中医協 総－５

３．７．１４
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Ⅰ.（２）② 薬剤師の対人業務を推進するための方策

薬剤師の員数に関する規定

薬局 １日平均取扱処方箋数40枚に１人
※眼科、耳鼻咽喉科及び歯科の処方箋については60 枚に１人

診療所 医師が常時３人以上勤務する診療所は専属の薬剤師を置くこと

病院及び療
養病床を有
する診療所

○専属の薬剤師を置くこと
○精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者150人に１人
精神病床及び療養病床に係る病室以外の病室の入院患者70人に１人
外来患者に係る取扱処方箋数75枚に１人

Ẇ ṕ 23 205 Ṗ
（専属薬剤師）
第十八条 病院又は診療所にあつては、開設者は、厚生労働省令で定める基準に従い都道府県（診療所にあつては、その所
在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市又は特別区）の条例の定
めるところにより、専属の薬剤師を置かなければならない。ただし、病院又は診療所所在地の都道府県知事の許可を受けた場
合は、この限りでない。

（病院及び療養病床を有する診療所の人員及び施設の基準）
第二十一条 病院は、厚生労働省令（第一号に掲げる従業者（医師及び歯科医師を除く。）及び第十二号に掲げる施設に
あつては、都道府県の条例）の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。
一 当該病院の有する病床の種別に応じ、厚生労働省令で定める員数の医師及び歯科医師のほか、都道府県の条例で定め
る員数の看護師その他の従業者

Ẇ ( 39 ễ )
(薬局の業務を行う体制)
第一条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。)第五条第二号の規定に
基づく厚生労働省令で定める薬局において調剤及び調剤された薬剤又は医薬品の販売又は授与の業務を行う体制の基準
は、次に掲げる基準とする。
二 当該薬局において、調剤に従事する薬剤師の員数が当該薬局における一日平均取扱処方箋数(中略)を四十で除して得
た数(中略)以上であること。
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「薬剤師が本来の役割を果たし地域の患者を支援するための医薬分業のあり方について（薬機法等制度改正に関するとり
まとめ）」（平成30年12月25日厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会）から診療報酬に関連し得る主な内容を抜粋

ểḰ

○ （前略）厚生労働省の調査では、薬局において応需した処方箋のうち約2.8％について疑義照会が行われ、応需
処方箋の約1.0％が処方変更につながっていることが示されるなど、一定の役割を果たしてきた。その一方で近年、これ
まで長らく薬局においては概して調剤における薬剤の調製などの対物中心の業務が行われるにとどまり、薬剤師による
薬学的管理・指導が十分に行われているとはいえず、そのような状況下での医薬分業については、患者にとってのメリッ
トが感じられないとの指摘や、公的医療保険財源や患者の負担に見合ったものになっていないとの指摘がされるように
なってきている。

○ （前略）1970 年代以降、診療報酬で処方箋料の引上げや薬価差解消等の措置がとられたこともあり、処方箋受
取率は上昇を続け、現在では処方箋受取率７割、薬局数は５万９千を超えている。費用面では、調剤技術料は
調剤報酬改定での引上げもあって直近で1.8兆円に達しており、収益を内部留保として積み上げている薬局もある。

○ このような中で、厚生労働省は、平成27年に患者本位の医薬分業の実現に向けて「患者のための薬局ビジョン」を
策定し、かかりつけ薬剤師・薬局を推進して、薬剤師の業務を対物業務から対人業務を中心とした業務へシフトさせ、
薬剤師がその専門性を発揮するよう、医療保険制度等における対応も含めて施策を進めてきた。

○ 今回、本部会では、薬剤師・薬局のあり方と併せて医薬分業のあり方に関して議論してきたが、医薬分業により、医
療機関では医師が自由に処方できることや医薬品の在庫負担がないことに加え、複数の医療機関を受診している患
者について重複投薬・相互作用や残薬の確認をすることで、患者の安全につながっているという指摘がある一方で、現
在の医薬分業は、政策誘導をした結果の形式的な分業であって多くの薬剤師・薬局において本来の機能を果たせて
おらず、医薬分業のメリットを患者も他の職種も実感できていないという指摘や、単純に薬剤の調製などの対物中心の
業務を行うだけで業が成り立っており、多くの薬剤師・薬局が患者や他の職種から意義を理解されていないという危機
感がないという指摘、さらには、薬剤師のあり方を見直せば医薬分業があるべき姿になるとは限らず、この際院内調剤の
評価を見直し、院内処方へ一定の回帰を考えるべきであるという指摘があった。このことは関係者により重く受け止めら
れるべきである。 85



「薬剤師が本来の役割を果たし地域の患者を支援するための医薬分業のあり方について（薬機法等制度改正に関するとり
まとめ）」（平成30年12月25日厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会）から診療報酬に関連し得る主な内容を抜粋

ỄḰ

○ （前略）患者は、外来、在宅、入院、介護施設など複数の療養環境を移行することから、療養環境に関わらず、
医師と薬剤師が密に連携し、他の職種や関係機関の協力を得ながら、患者の服薬状況等の情報を一元的・継続的
に把握し、最適な薬学的管理やそれに基づく指導を実施することが重要となっている。

○ （前略）がんの薬物療法に関して、経口薬が増加して外来で処方される機会が多くなっているなど、専門性が高い
薬学的管理が継続的に必要となる薬物療法が提供される機会が増加している。このような状況に適切に対応するた
めには、臨床現場で専門性が高く、実践的な経験を有する医療機関の薬剤師が中心的な役割を果たしつつも、地域
の実情に応じて、一定の資質を有する薬局の薬剤師が医療機関の薬剤師と連携しながら対応することが望ましいと考
えられる。

○ （前略）薬剤師・薬局が経済的な利益の追求や効率性にのみ目を奪われ、このような機能を果たさず、調剤にお
ける薬剤の調製などの対物中心の業務にとどまる場合には、患者にとってメリットが感じられないものとなり、今後の患者
に対する医薬分業の地域医療における意義は非常に小さくなると言わざるを得ない。

○ 本部会での議論では、現在の薬局薬剤師と比較して、医療機関の薬剤師は医療への貢献度が他の職種から見て
もわかりやすく、その役割が見える存在になっている一方で、医療機関の薬剤師業務が十分評価されておらず、医療
機関の薬剤師の総数が薬局の薬剤師に比較して増えていないとの指摘があった。

○ 今後、薬局薬剤師と医療機関の薬剤師が連携して、外来や入退院時に患者情報等の共有を行いながら切れ目の
ない薬学的管理と患者支援を行うことが一層求められると考えられるが、そのためには、医療機関の薬剤師の役割はさ
らに重要になってくる。
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「薬剤師が本来の役割を果たし地域の患者を支援するための医薬分業のあり方について（薬機法等制度改正に関するとり
まとめ）」（平成30年12月25日厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会）から診療報酬に関連し得る主な内容を抜粋

ễḰ

○ 本部会では、今回、薬剤師・薬局のあり方と医薬分業のあり方に関して幅広く議論してきたが、これには、薬剤師法
や薬機法上の措置のほか、医療保険制度や介護保険制度における報酬上の措置、医療法における医療計画上の
措置など関連制度が密接に関係する。そのため、それら関連制度の検討に当たっては、今回の本部会での議論を踏ま
えることが期待される。

○ （前略）医療保険制度における対応においては、平成28年度改定以降の調剤報酬改定において、患者本位の
医薬分業となるよう、累次にわたる改定で見直しを進めるとされたが、今回の制度部会での議論も十分踏まえ、患者
のための薬局ビジョンに掲げた医薬分業のあるべき姿に向けて、診療報酬・調剤報酬において医療機関の薬剤師や薬
局薬剤師を適切に評価することが期待される。
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○薬剤師法（昭和35年法律第146号）（抜粋）

（情報の提供及び指導）
第二十五条の二 薬剤師は、調剤した薬剤の適正な使用のため、販売又は授与の目的で調剤したときは、患者又は現にその看護に
当たつている者に対し、必要な情報を提供し、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わなければならない。

２ 薬剤師は、前項に定める場合のほか、調剤した薬剤の適正な使用のため には、患者の当該薬剤の使用
の状況を継続的かつ的確に把握するとともに、患者又は現にその看護に当たつている者に対し、必要な情報を提供し、及び必要な
薬学的知見に基づく指導を行わなければならない。

○医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）（抜粋）

(調剤された薬剤に関する情報提供及び指導等)
第九条の四
１～４（略）
５ 第一項又は前項に定める場合のほか、薬局開設者は、医師又は歯科医師から交付された処方箋により調剤された薬剤の適正な
使用のため必要がある場合として厚生労働省令で定める場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その薬局において薬剤の
販売又は授与に従事する薬剤師に、その調剤した薬剤を購入し、又は譲り受けた者の当該薬剤の使用の状況を継続的かつ的確
に把握させるとともに、その調剤した薬剤を購入し、又は譲り受けた者に対して必要な情報を提供させ、又は必要な薬学的知見に
基づく指導を行わせなければならない。

６ （略）
(薬局医薬品に関する情報提供及び指導等)
第三十六条の四
１～４（略）
５ 第一項又は前項に定める場合のほか、薬局開設者は、薬局医薬品の適正な使用のため必要がある場合として厚生労働省令で
定める場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に、その販売
し、又は授与した薬局医薬品を購入し、又は譲り受けた者の当該薬局医薬品の使用の状況を継続的かつ的確に把握させるととも
に、その薬局医薬品を購入し、又は譲り受けた者に対して必要な情報を提供させ、又は必要な薬学的知見に基づく指導を行わせ
なければならない。
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○医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

(医薬関係者の責務)
第一条の五 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師その他の医薬関係者は、医薬品等の有効性及び安全性その他これらの適正な使用
に関する知識と理解を深めるとともに、これらの使用の対象者(動物への使用にあつては、その所有者又は管理者。第六十八条の
四、第六十八条の七第三項及び第四項、第六十八条の二十一並びに第六十八条の二十二第三項及び第四項において同
じ。)及びこれらを購入し、又は譲り受けようとする者に対し、これらの適正な使用に関する事項に関する正確かつ適切な情報の提
供に努めなければならない。

２ 薬局において調剤又は調剤された薬剤若しくは医薬品の販売若しくは授与の業務に従事する薬剤師は、薬剤又は医薬品の適切
かつ効率的な提供に資するため、医療を受ける者の薬剤又は医薬品の使用に関する情報を他の医療提供施設(医療法(昭和二
十三年法律第二百五号)第一条の二第二項に規定する医療提供施設をいう。以下同じ。)において診療又は調剤に従事する医
師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供することにより、医療提供施設相互間の業務の連携の推進に努めなければならない。

３ 薬局開設者は、医療を受ける者に必要な薬剤及び医薬品の安定的な供給を図るとともに、当該薬局において薬剤師による前項
の情報の提供が円滑になされるよう配慮しなければならない。
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１．概要
２．対人業務の充実
３．薬局薬剤師のＤＸ
４．医療安全を前提とした対物業務の効率化
５．地域における薬剤師サービスの提供

（参考）薬局における対人業務に関連する調剤報酬
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É

ṕ Ḳ40
Ḳ30 Ṋể ṖṖ

処方医に対して照会を行い、処方変更が行われた場合に算定

É ṕ43 57 / ể Ṗ

Ẇ
薬歴を踏まえ、薬剤情報提供文書により、薬剤の服用に関する基本的な説明（薬
剤の名称、形状、用法・用量、効能・効果、副作用・相互作用、服用及び保管上の
注意事項等）を行う。

Ẇ
患者の服薬状況や服薬期間中の体調の変化、残薬の状況等を踏まえ、投与される
薬剤の適正使用のために必要な服薬指導を行う。（手帳を用いる場合は、調剤を
行った薬剤について、①調剤日、②当該薬剤の名称、③用法・用量等を記載する。）

Ẇ
①患者の基礎情報、②処方・調剤内容等、③患者の体質・生活像・後発医薬品
使用に関する意向、④疾患に関する情報、⑤併用薬に関する状況、⑥服薬状況
（残薬を含む）、⑦服薬中の体調の変化等を記載する。

É

ṕ20 30 Ṋ ể Ṗ
保険医療機関等の求めがあった場合に、必要な情報を文書に
より提供等した場合に算定

É

ṕ185 Ṋ ể )
①自己による服薬管理が困難な患者に対し、一包化や服薬カ
レンダー等を用いて薬剤を整理

②患者が保険薬局に持参した服用薬の整理等の服薬管理を
実施（ブラウンバッグ運動）し、保険医療機関に情報提供し
た場合に算定

É

ểṕ125 Ṋ ể Ṗ
保険薬剤師が処方医に減薬の提案を行い、処方薬が２種類
以上減少した場合に算定

Ễṕ100 Ṋ3 ể Ṗ
保険薬剤師が処方医に減薬等の提案を行った場合に算定

É ṕỈ Ṗ
ṕ12 Ṋể Ṗ

乳幼児等に対し、服用に関して必要な指導を行い、かつ、当該内容を手帳に記載

É

ể ṕ10 Ṋể Ṗ
ハイリスク薬の服用状況、副作用の有無等を確認し、薬学的管理・指導

É

ṕ22 Ṋể Ṗ
麻薬の服用及び保管の状況、副作用の有無等を確認し、薬学的管理・指導

É

ṕ30 Ṋễ ể Ṗ
喘息等の患者に対し吸入薬の吸入指導等を行い、その結果等を医療機関へ情報提供

ṕ30 Ṋ ể Ṗ
インスリン製剤等が処方等された患者に対し、必要な薬学的管理指導を
行い、その結果等を保険医療機関に文書により情報提供した場合に算定

Ễṕ100 Ṋ ể Ṗ
薬局が患者のレジメン（治療内容）等を把握した上で、抗がん剤を注射
された悪性腫瘍の患者に対し、必要な薬学的管理指導を行い、その結果
等を保険医療機関に文書により情報提供した場合に算定 93
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43
57
43
43

※ 3月以内に再度処方箋を持参した場合でも、薬剤服用歴管理指導料の２（57点）を算定する。

Ṯ ṯ
(ểṖ
薬剤服用歴を踏まえ、薬剤情報提供文書により、薬剤の服用に関する基本的な説明（薬剤の名称、形状、用法・用量、効能・効果、副作用・相互作用、
服用及び保管上の注意事項等）を行う。

(Ễ)
患者又はその家族と対話することにより、患者の服薬状況や服薬期間中の体調の変化、残薬の状況等の情報を収集し、それらを踏まえ、投与される薬剤の
適正使用のために必要な服薬指導を行う。
※手帳を用いる場合は、調剤を行った薬剤について、①調剤日、②当該薬剤の名称、③用法・用量等を記載

(ễ) ṕ Ṗ
①患者の基礎情報、②処方及び調剤内容、③患者の体質・生活像・後発医薬品使用に関する意向、④疾患に関する情報（既往歴、治療中の疾患の
情報）、⑤併用薬に関する状況、⑥服薬状況（残薬を含む）、⑦服薬中の体調の変化等を記載する。

É

ể ṕ10 Ṋể Ṗ

ハイリスク薬の服用の状況、副作用の有無等を確認し、必要な薬学的管理・指導

É

Ễ ṕ100 Ṋ ể Ṗ

レジメンを確認し、必要な薬学管理・指導を行った上で、副作用の有無等を確認し、
結果を医療機関に情報提供した場合に算定

É

ṕ30 Ṋ3 ể Ṗ

喘息等の患者に吸入手技の指導を行い、結果を医療機関に情報提供した場合に算定

É

ṕ30 Ṋ ể Ṗ

糖尿病患者に対し、電話等で服薬状況等を確認し、結果を医療機関に情報提供

É

ṕ Ḳ40 Ḳ30 Ṋể ṖṖ
処方医に対して照会を行い、処方変更が行われた場合に算定

É ṕỈ Ṗ
ṕ12 Ṋể Ṗ

患者又はその家族に対し、服用に関して必要な指導を行い、かつ、
当該内容を手帳に記載した場合に算定

É

ṕ22 Ṋể Ṗ

麻薬の服用及び保管の状況、副作用の有無等を確認し、必要な薬学的管理・
指導を行った場合に算定

薬剤服用歴管理指導料
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Ẇ וֹ
ṕểṖ צּ ︡ḭ צּ ︡ ṇ

︡ḭ Ṅ צּ לּ ︣ כֿ
ẑ ḭ ︡ Ḯלּ

ṕỄṖּך ṕ ︡ צּ
︡ḭ צּ ︡ ךּ לּ Ṗ ︡ḭ צּ ︡

ḭךּ ︣ כֿ

外来服薬支援料 185点（月１回まで）

ḭ ṇ

צּ טּצּ

ṕ Ṗ

薬局

95

重複投薬・相互作用等防止加算

ḭקּ ḭ ḭ ︡ ḭךּ
צּ ḭ בֿ ︣ Ḯ
Ẇ ḱ

ỆỂ
ễỂ

Ẇ ḱ
ỆỂ
ễỂ



Ẇ ḱ 28 ︡ Ḯ
Ẇ טּ Ḯ

ü
ẑ

ṕ Ṋ Ṗ

66,146

7,242

59,348

6,589

89,011

6,303

87,673

4,832

282,364

329,216 

183,460

175,085

111,106

208,149 

198,363 

170,178 

7,421 

8,407 

12,257 

12,730 

15,264 
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403,856

296 ,548

処方変更あり 処方変更なし

4,302

3,346
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10,323 

0
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4,000
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8,000
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ṕ Ṋ Ṗ

ü

※ 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料を含む

在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料（「平成30年度～令和２年度」は残薬調整以外及び残薬調整分を含む）

残薬調整以外 残薬調整

Ḳ ṕ 27 Ṗḭ ṕ 26 Ṗṕ Ỉ Ṗ

386,178

96

329,216

289,785

中医協 総－５

３．７．１４



10

ü

[ ]

[ ]

97



( )

( )

( )

( )

30

( )

ể 402

98



相談

ü

99

( )

Ễ 703



10

ü

[ ]

[ ]

100



101

82.5%

67.5%

23.8%

43.8%

18.8%

1.3%

1.3%

5.0%

77.3%

63.6%

15.2%

48.5%

15.2%

10.6%

1.5%

3.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

患者が正しく服用できるようになった

アドヒアランスが向上した

必要な補助具が支給された

服用等の状況の報告が診療の参考となった

糖尿病薬に関する患者からの問い合わせが減った

その他

薬局でのフォローアップの指示にメリットを感じない

無回答

糖尿病患者のフォローアップを薬局に指示した場合のメリット

（複数回答）※

n=80 n 66

○ 糖尿病患者のフォローアップを薬局に指示した場合、保険医療機関が感じるメリットとして、「患者が正しく服用でき
るようになった」、「アドヒアランスが向上した」、「服用等の状況の報告が診療の参考になった」という回答が多かった。
○ 糖尿病患者のフォローアップに関して、保険医療機関において診療に役立つ情報として、保険薬局から共有される
「患者の服薬状況」、「残薬状況」、「患者の糖尿病薬の保管・管理の状況」という回答が多かった。

75.6%

38.4%

19.5%

21.1%

3.8%

17.3%

76.9%

69.5%

39.9%

33.9%

25.4%

3.4%

11.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

患者の服薬状況（診療所の場合のみ残薬状況

含む）

残薬状況（病院のみの選択肢）

患者の糖尿病薬の保管・管理の状況

患者の糖尿病薬服用後のモニタリング状況

糖尿病薬等の処方内容に関する提案情報

その他の患者に関する情報

無回答

糖尿病患者のフォローアップに関して薬局からフィードバックされる情

報のうち診療の役に立つ情報（複数回答）

n=365 n 351

β ṇ ךּ ︡ כֿ טּצּ ︡

Ḳ Ễ ṕR3ּפּפ וֹ Ṗ
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[ ]

30

10

医療機関薬剤師

外来化学療法室

看護師

薬局薬剤師

診察

②レジメン等に基づく服薬指導
③患者の服薬状況、副作用の
有無等を確認

※公開されたレジメン情報や
研修会を薬局が活用

④確認結果をフィードバック⑤薬局からの情報を必要に応じ
て診療に活用

①患者がレジメン等を持参
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ḱ ểצּ
ḱ ỄṌịצּ
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ṕṧ Ṗ
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ḭ ḭ
︡ ḭךּ

צּ
ỆỂ
ễỂ
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ẑ
Ễ פּ Ị

Ẇ ṕ צּ לּ Ṗ
ḱ ểצּ 517 ṕ ṧ100 Ṗ
ḱ ỄṌịצּ 378 ṕ ṧ100 Ṗ
ḱ ểỂצּ 341 ṕ ṧ100 Ṗ

ṕ Ṗ
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42 63 43 33 43 20 27 29 31 21 20 20 16 15 15 20 24 34 38 
65 77 88 99 110 127 143 178 216 259 309 377 
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Ṗ

Ṗ ךּ ךּ ḭ צּ וֹ ךּ ךּ
ḭ וֹ ךּ ךּ ךּ Ḯ

○ 医療保険における「在宅患者訪問薬剤管理指導料」の算定回数は横ばいだが、介護保険における「居宅療養管
理指導」に係る算定回数は伸びている。全体として薬剤師による在宅薬剤管理は進んでいる。
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技術料に占める調剤基本料、調剤料、薬学管理料（点数ベース）の割合

○ 「調剤料」の占める割合は近年減少傾向にあるが、引き続き技術料の50% を超えている。
○ 対人業務を評価する「薬学管理料」の占める割合は、近年20%程度。

出典）社会医療診療行為別統計に基づき医療課が作成
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